
平
成
三
十
一
年
三
月
五
日
提
出

質

問

第

七

六

号

確
定
申
告
に
お
け
る
生
命
保
険
料
控
除
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

早

稲

田

夕

季

76



確
定
申
告
に
お
け
る
生
命
保
険
料
控
除
に
関
す
る
質
問
主
意
書

確
定
申
告
に
お
け
る
一
般
の
生
命
保
険
料
に
係
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
年
中
に
支
払
っ
た
二
〇
一
二
年
一
月
一
日
以
後

に
締
結
し
た
生
命
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
等
（
新
生
命
保
険
料
）
及
び
二
〇
一
一
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
締
結
し
た
生

命
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
等
（
旧
生
命
保
険
料
）
を
支
払
っ
た
場
合
、
そ
の
両
方
を
申
告
す
る
場
合
に
は
四
万
円
が
控
除
限

度
額
と
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
そ
の
年
中
に
新
生
命
保
険
料
を
十
万
円
、
旧
生
命
保
険
料
を
十
五
万
円
支
払
っ
た
と
き
に
、

旧
生
命
保
険
料
の
み
を
申
告
し
て
五
万
円
の
控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
国
税
庁
作
成
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
暮
ら
し
の
税
情
報
」
（
平
成
三
十
年
度
版
）
及
び
国
税
庁
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上

の
、
確
定
申
告
期
に
よ
く
あ
る
税
の
質
問
番
号
一
一
四
〇
生
命
保
険
料
控
除
の
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
は
、
「
新
契
約
と
旧
契
約
の

双
方
に
加
入
し
て
い
る
場
合
の
控
除
額
」
の
項
目
や
、
「
生
命
保
険
料
控
除
の
概
要
」
の
図
を
一
見
し
た
限
り
に
お
い
て
は
、

「
新
契
約
で
は
控
除
額
最
高
四
万
円
、
旧
契
約
で
は
控
除
額
最
高
五
万
円
、
新
契
約
と
旧
契
約
の
双
方
に
加
入
し
て
い
る
場
合

は
、
最
高
四
万
円
」
と
い
う
表
記
が
目
立
ち
、
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
記
載
は
後
述
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
誤
解
を
招

く
表
現
で
あ
り
、
国
民
に
対
す
る
分
か
り
や
す
さ
の
観
点
で
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。

近
年
、
多
く
の
申
告
者
は
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
を
使
用
し
て
お
り
、
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
で
は
五
万
円
の
控
除
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
も
の

一



の
、
税
務
署
で
申
告
書
に
記
入
し
て
提
出
し
て
い
る
人
も
い
ま
だ
相
当
数
お
り
、
そ
の
場
合
、
上
記
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
参
照
す
る
と
四
万
円
の
控
除
を
記
載
す
る
可
能
性
が
大
き
い
。
ま
た
青
色
申
告
の
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
で
も
新
旧
と
も
十

万
円
を
入
力
す
る
と
四
万
円
と
表
示
さ
れ
て
し
ま
い
、
新
契
約
で
八
万
円
を
超
え
て
い
る
か
を
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
が
判
断
し
、
超

え
れ
ば
旧
契
約
は
無
視
す
る
と
い
う
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
以
下
質
問
す
る
。

一

国
税
庁
作
成
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
暮
ら
し
の
税
情
報
」
（
平
成
三
十
年
度
版
）
及
び
国
税
庁
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
の
、
確

定
申
告
期
に
よ
く
あ
る
税
の
質
問
番
号
一
一
四
〇
生
命
保
険
料
控
除
の
ペ
ー
ジ
に
お
け
る
「
生
命
保
険
料
控
除
の
概
要
」
の

図
に
、
旧
生
命
保
険
料
の
み
を
申
告
し
て
五
万
円
の
控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
示
す

べ
き
で
は
な
い
か
。

二

具
体
的
に
は
、
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
シ
ス
テ
ム
で
採
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
旧
契
約
が
四
万
円
以
上
の
場
合
、
新
契
約
は
無
視

を
す
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
準
拠
し
て
、

（
一
）

旧
契
約
で
の
控
除
額
が
四
万
円
以
上
な
ら
ば
旧
契
約
の
控
除
額
（
最
高
五
万
円
）
を
記
載
し
、

（
二
）

右
記
（
一
）
に
適
合
し
な
い
場
合
、
新
契
約
で
の
控
除
額
が
四
万
円
（
以
上
）
な
ら
ば
新
契
約
の
控
除
額
（
四
万

円
）
を
記
載
し
、

二



（
三
）

右
記
（
二
）
に
適
合
し
な
い
場
合
、
旧
契
約
と
新
契
約
の
控
除
額
の
合
計
（
最
高
四
万
円
）
を
記
載
し
な
さ
い

と
い
っ
た
よ
う
に
、
五
万
円
と
い
う
数
字
を
こ
の
「
生
命
保
険
料
控
除
の
概
要
」
図
中
に
明
記
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

三

な
お
、
更
正
の
請
求
が
で
き
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
法
定
申
告
期
限
か
ら
五
年
以
内
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
生
命

保
険
料
控
除
の
概
要
」
の
図
を
見
て
、
過
大
申
告
し
て
し
ま
っ
た
納
税
者
が
、
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
更
正
の
請
求
を
行
っ

た
場
合
で
も
該
当
す
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


